
と

厳
し
い
財
政
状
況
に
対
し
て

行
財
政
改
革
を
実
施

変
わ
っ
て
い
な
い
使
用
料

老
朽
化
す
る
施
設

利
用
し
な
い
人
も

税
金
で
負
担
し
て
い
る

使
用
料
見
直
し
の
基
本
方
針

使
用
料
算
定
基
準
の
統
一

持続可能な公共施設へ持続可能な公共施設へ

（万円）

経費

人件費
光熱水費
警備費
清掃費
減価償却費

財源

税金
約 80％

使用料
約 20％

目標

税金
約 50％

使用料
約 50％

2500

2000

1500

1000

500

0

　例えば、福間体育センターと津屋崎体育センタ
ーの施設運営費とそれを賄う実際の税金と使用
料の割合は、右のグラフのようになります（平成
31～令和3年度の平均値）。両施設とも税金が財
源の大半を占めていることが見て取れます。

①築121年（1901年建築）の津屋
崎千軒「藍の家」　②築96年（1926
年建築）の津屋崎千軒古民家

市の全ての公共施設使用料を
見直すわけではありません。
　法令などで使用料を徴収できないと規定さ
れている学校や図書館、利用者が不特定多数
のため利用者を特定して使用料の負担をとる
ことが適切でない道路や公園などは、これま
で通り無料です。
　見直しの対象となる施設は、10ページに記
載している施設です。

築20~50年程度

築100年前後

③築40年（1982年建築）の福間体育センター　④築34
年（1988年建築）の中央公民館　⑤築30年（1992年建
築）の総合運動公園（なまずの郷）　⑥築27年（1995年
建築）の農林漁業体験実習館（あんずの里）　⑦築23年
（1999年建築）の健康福祉総合センターふくとぴあ

築10年程度

⑨築10年（2012年建築）の児
童センター「フクスタ」　⑧築4
年（2018年建築）の新原・奴
山古墳群展望所

　皆さんが使用している公園や公民館などの公共施設。これらの施設には毎年、運営や維持管理などの
費用（以下、施設運営費）がかかっていて、その多くは市民の皆さんの税金と施設利用者の使用料で賄
われています。現在、市は次の世代に向けて公共施設を維持していくために、施設使用料（以下、使用
料）の見直しを進めています。今回はその考え方の概要についてお知らせします。

問い合わせ　市まちづくり推進室☎ 43・8121

持続可能な公共施設へ
～令和6年4月からの公共施設の使用料見直しを目指します～

　
急
激
な
人
口
増
加
と
そ
れ
に
対
応
す
る

た
め
の
小・中
学
校
の
新
設
や
高
齢
化
に
伴

う
社
会
保
障
費
の
増
加
、公
共
施
設
の
老

朽
化
な
ど
、年
々
厳
し
く
な
って
い
る
市
の
財

政
状
況
。事
務
経
費
の
節
減
や
業
務
の
効

率
化
に
努
め
る
こ
と
は
、行
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。そ
の
上
で
、よ
り
効

果
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
、

税
金
の
使
い
道
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。そ
こ
で
、市
で
は「
第
3
次
行
財
政
改

革
大
綱
〜
未
来
に
つ
な
が
る
創
造
的
な
行
政

経
営
の
た
め
の
改
革
〜
」を
令
和
3
年
度
に

策
定
。そ
の
行
財
政
改
革
の
1
つ
と
し
て
見

直
し
を
進
め
て
い
る
の
が
公
共
施
設
の
使
用

料
で
す
。

　
現
在
の
使
用
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設

で
建
設
当
時
に
算
出
し
、
使
用
料
を
設
置

条
例
な
ど
で
決
め
て
い
ま
す
。
決
め
た
当

時
か
ら
、
消
費
税
引
き
上
げ
な
ど
の
要
因

を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
の
施
設
で
見
直
し
を

行
え
て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
福
津
市
の

公
共
施
設
の
使
用
料
は
他
の
自
治
体
の
類

似
施
設
に
比
べ
低
額
で
あ
っ
た
り
、
広
範

囲
な
減
額
免
除
を
し
て
い
た
り
す
る
こ
と

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
市
は
老
朽
化
し
て
い
く
公
共

施
設
を
適
切
に
維
持
・
管
理
し
、
長
く
使

用
で
き
る
よ
う
に
、
使
用
料
の
見
直
し
を

進
め
て
い
ま
す
。

　
公
共
施
設
の
施
設
運
営
費
は
、
使
用
料

だ
け
で
は
到
底
賄
い
き
れ
ま
せ
ん
。
賄
い

き
れ
な
い
不
足
分
は
、
皆
さ
ん
の
税
金
で

賄
っ
て
い
ま
す
。
使
用
料
を
見
直
す
こ
と

は
「
公
共
施
設
を
利
用
す
る
人
と
利
用
し

な
い
人
と
の
公
平
性
」
と
い
う
観
点
か
ら

均
衡
を
図
る
目
的
も
あ
り
ま
す
。

　
今
回
の
使
用
料
の
見
直
し
で
は
多
く
の

施
設
で
使
用
料
が
上
が
り
、
施
設
を
利
用

し
て
い
る
人
の
負
担
額
は
増
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
市
全
体
の
「
公
平

使用料見直しの説明会
を行います

　今回、概要を説明していますが「もっと詳し
く聞きたい」「直接聞きたい」という人は、ぜひ
ご参加ください。予約は不要です。
日時　①11月6日（日）午前10時～

②11月12日（土）午後3時～
場所　①ふくとぴあ

②カメリアホール

性
」
の
観
点
に
よ
る
見
直
し
で
あ
る
こ
と

を
ご
理
解
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

　
現
状
、施
設
ご
と
に
決
め
て
い
る
使
用
料

算
定
基
準
を
、市
内
全
て
の
施
設
で
統一し

た
考
え
方
に
基
づ
き
算
出
し
ま
す
。

　
公
共
施
設
は
、同
じ
市
民
で
あ
って
も
、そ

の
施
設
を
利
用
す
る
人
と
全
く
利
用
し
な

い
人
が
い
ま
す
。施
設
運
営
費
は
、税
金
で

賄
う
部
分
も
あ
る
こ
と
か
ら
、利
用
す
る
人

に
対
し
て
、相
応
の
費
用
負
担
を
し
て
も
ら

う
受
益
者
負
担
の
考
え
方
で
す
。

　
施
設
使
用
料
の
減
免
は
、現
在
そ
れ
ぞ
れ

の
施
設
の
基
準
で
判
断
し
て
い
ま
す
。使
用

料
を
決
め
て
い
て
も
、減
免
す
れ
ば
、収
入

額
は
減
り
ま
す
。一方
で
、た
と
え
収
入
が
減

っ
た
と
し
て
も
、そ
の
利
用
目
的
や
利
用
団

体
に
よ
っ
て
は
、使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と

が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。こ
の
た
め
、

使
用
料
減
免
の
対
象
の
基
準
を
統
一し
ま

す
。 使

用
料
算
定
基
準
の
統一

使
用
料
減
免
規
定
の
見
直
し

施
設
を
利
用
す
る
人
、
　
　
　
　

し
な
い
人
の
負
担
割
合
を
考
慮

特集特集

▲

使用料 税金

の負担割合

①

⑨

⑧

②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦
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持続可能な公共施設へ持続可能な公共施設へ特集特集

使
用
料
算
定
基
準
の
統一

自転車等駐車場、自動車駐車場、公園（テニスコートや野球場などの有料施設）、福間漁港（小
型船舶係留等施設に限る）、津屋崎ヨットハーバー

中央公民館、宮司コミュニティセンター、郷づくり交流センター、なごみ、ふくとぴあ、福間会
館、あんずの里市、藍の家、津屋崎千軒古民家

福間体育センター、津屋崎体育センター、勝浦浜海洋スポーツセンター、福間武道館、津屋崎武
道館、学校（運動場などの施設開放）

複合文化センター、ふっくる

あんずの里（貸館施設）、ふれあい広場ふくま、お魚センター・加工場、あんずの里食堂

A   

B    

C   

D    

E

100%

75%

50%

50%

50%

施　　設
図1　公共施設の使用料見直し対象施設および性質別負担割合

図2　施設の性質別分類

F

G

民間類似施設あり

民間類似施設なし
道路 0％

A 民間との競合性が高い施設 100％

B 市内全域的に利用される施設、民間との競合性がある施設 75％

C 特に地域活動や市民活動の活性化につながる施設 50％

E 民間による類似施設の提供なし（または少ない） 50％

D 農水産物および農水産加工品などの展示紹介、生産・加工ならびに販路
拡大、消費志向の調査研究を推進、消費拡大を促進するための施設

50％
必需的 選択的

※施設によっては、複合的機能を有することで１つの区分に分類できない場合があります

区分 使用料の負担割合

公共施設の在り方を考える 問い合わせ　市契約管財課☎43・8135

　総務省が行った公共施設状況調査(2021年)による
と、市の建築系の公共施設は、約400施設あり、延床
面積は約17万㎡です。人口1人当たりに換算すると
2.51㎡となります。これは、福岡県60市町村のうち、
9番目に少ない数値です。

◉福津市の公共施設の面積は、県内では少ない

　大規模改修の目安とされる築30年超の市公共施設の
割合は54.3％。各施設で老朽化が進んでいます。施設
類型では、学校の面積が突出して多く、約半数となっ
ています。

◉公共施設は老朽化が進む

　市が保有する公共施設は、全国や県内の自治体と比
較すると多くはありませんが、老朽化が進んでいる施
設が増えています。今と同じ量を維持しようとする
と、修繕や大規模改修、建て替えなどの更新費用に多
大な事業費が必要となります。また、それぞれの事業
に対する実施時期が重なることも問題です。

◉公共施設に係る更新費用

　公共施設の修繕などにかかった年間経費の平均は、
直近5年間で17.2億円、現在の量を維持していくと年
間20.4億円かかると試算。大幅に更新費用が不足しま
す。そのため、量の調整や運営の工夫により、公共施
設に係る更新費用の縮減が課題となっています。

◉更新費用の削減が課題

公共施設ワークショップ開催
　将来、次の世代に負担を残さない公共施設の在り方を、参加者の皆さんと対話しながら考えていきます。
関心がある人は、ぜひご参加ください。
日時　第１回　11月 3日（木・祝）午後１時30分～午後4時
　　　第２回　11月23日（水・祝）午後１時30分～午後4時
場所　市役所別館１階大ホール
対象　原則、全2回に参加が可能で、市内に在住・在勤・在学の15歳以上の人
定員　先着50人
受付方法　市公式ホームページの申し込みフォームまたは電話
受付期限　10月24日（月）必着
託児　生後5カ月以上の未就学児、１人300円、要予約、10月13日（木）まで受け付け
問い合わせ　市契約管財課 ☎43・8135

福津市の
公共施設を

一緒に考えましょう

学校
82,668㎡
49%

市営住宅
16,402㎡
10%

福祉施設
14,330㎡
8%

社会教育施設
12,631㎡
7%

庁舎
9,504㎡　6%

文化教養施設
10,116㎡
6%

農水産業施設
7,696㎡ 4%

集会施設
4,402㎡
3% その他公共用財産

4,773㎡
3%

消防,観光、幼稚園、文化財、
環境保全、公園（建物）施設
7,447㎡
4%

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

1.大野城市

2.太宰府市

3.志免町

4.筑紫野市

5.広川町

6.春日市

7.那珂川市

8.粕屋町

9.福津市

10.須恵町

福岡県

全国

市民1人当たりの公共施設の面積㎡／人

▲申し込みは
　こちらから

　
多
種
多
様
な
公
共
施
設
の
使
用
料
設
定

に
は
、民
間
に
よ
る
類
似
施
設
の
提
供
が
多

い
も
の
や
、生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
サ
ー

ビ
ス（
必
需
的
）な
の
か
、趣
味
や
娯
楽
の
要

素
が
強
い
サ
ー
ビ
ス（
選
択
的
）な
の
か
を
施

設
ご
と
の
性
質
を
考
慮
し
な
が
ら
分
類
し
、

そ
の
公
共
性
に
応
じ
て
利
用
者
と
市
民
が

納
め
る
税
金
で
適
正
に
負
担
を
分
か
ち
合

う
こ
と
が
必
要
で
す
。そ
こ
で
施
設
を
分
類

し
、利
用
者
の
負
担
割
合
を
設
定
し
ま
す
。

※
図
1・2
参
照

　
使
用
料
は「
原
価
×
施
設
の
性
質
別
負
担

率
」で
算
出
し
ま
す
。こ
こ
で
い
う
原
価
と

は
、人
件
費
や
光
熱
水
費
、修
繕
費
な
ど
施

設
の
運
営
費
や
維
持
管
理
費
、減
価
償
却

費
相
当
額
な
ど
を
指
し
ま
す
。減
価
償
却

費
相
当
額
を
除
く
原
価
は
、過
去
３
年
の
平

均
値
を
用
い
て
算
出
し
ま
す
。減
価
償
却
費

相
当
額
は「
施
設
の
建
設
に
要
し
た
経
費
÷

耐
用
年
数
」で
算
出
し
ま
す
。耐
用
年
数
と

は
、建
物
の
構
造
や
使
用
目
的
な
ど
に
よ
っ

て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
り
の
事
務
所
は
50
年
、木
造
は

24
年
な
ど
と
決
ま
って
い
ま
す
。

　
原
価
か
ら
使
用
料
を
算
定
す
る
こ
と
が

適
当
で
な
い
施
設
は
、他
の
方
法
で
使
用
料

を
算
定
し
ま
す
。

　
老
朽
化
し
た
施
設
を
維
持・補
修
し
な
が

ら
引
き
続
き
市
民
の
皆
さ
ん
に
利
用
し
て
も

ら
え
る
よ
う
に
、過
去
3
年
の
実
績
額
か
ら

算
定
さ
れ
る
原
価
を
根
拠
と
す
る
た
め
、使

用
料
は
、３
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。

使
用
料
と
税
金
の

負
担
割
合
の
基
準
を
統
一
　
　
　
　
　
　
　

使
用
料
算
定
の

基
本
方
式
を
統
一
　

3
年
ご
と
に

使
用
料
を
見
直
す
　
　

いつから使用料が変わるの？
　今回は、使用料の見直しの方向
性、考え方についてお知らせしま
した。
　実際の使用料の変更は、議会の
承認を得て、令和６年４月からを
目指しています。

広報ふくつ11 広報ふくつ 10


